
1/4

第７２号議案 

尾張旭市水道事業給水条例の一部改正について 

尾張旭市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。 

令和７年１１月２７日提出 

尾張旭市長　柴　田　　　浩　 

提案理由 

この案を提出するのは、水道料金及び設計審査等手数料を変更し、並びに災害その他非常の

場合における給水装置工事の特例を定めるため必要があるからである。 

　 

尾張旭市水道事業給水条例の一部を改正する条例 
尾張旭市水道事業給水条例（平成１０年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 改　正　前 改　正　後

 
（工事の施行） （工事の施行）

 
第７条　給水装置工事は、市長が法第１６条

の２第１項の指定をした者（以下「指定給

水装置工事事業者」という。）が施行す

る。                                  

　                                    

　                                    

　                                    

　                        

第７条　給水装置工事は、市長が法第１６条

の２第１項の指定をした者（以下「指定給

水装置工事事業者」という。）が施行す

る。ただし、災害その他非常の場合におい

て、市長が他の市町村長（地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規

定により置かれた水道事業の管理者を含

む。以下この項において同じ。）又は他の

市町村長が同項の指定をした者（以下これ

らを「他の市町村長等」という。）が給水

装置工事を施行する必要があると認めると

きは、この限りでない。

 
２　指定給水装置工事事業者は、給水装置工

事を施行する場合　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　、あらかじめ市長の設計審査

（使用材料の確認を含む。）を受け、か

つ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受

けなければならない。

２　指定給水装置工事事業者が　給水装置工

事を施行する場合又は前項ただし書の規定

により他の市町村長等が給水装置工事を施

行する場合は、あらかじめ市長の設計審査

（使用材料の確認を含む。）を受け、か

つ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受

けなければならない。
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　（給水管及び給水用具の指定） 　（給水管及び給水用具の指定）

 
第８条　（略） 第８条　（略）

 
２　市長は、指定給水装置工事事業者　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　に対し、配水

管に給水管を取り付ける工事及び当該取付

口から水道メーターまでの工事に関する工

法、工期その他の工事上の条件を指示する

ことができる。

２　市長は、指定給水装置工事事業者又は前

条第１項ただし書の規定により給水装置工

事を施行する他の市町村長等に対し、配水

管に給水管を取り付ける工事及び当該取付

口から水道メーターまでの工事に関する工

法、工期その他の工事上の条件を指示する

ことができる。

 
（料金） （料金）

 
第２１条　（略） 第２１条　（略）

 
２　基本料金は、水道メーターの口径の大き

さに応じ、１月当たり次の表のとおりとす

る。

２　基本料金は、水道メーターの口径の大き

さに応じ、１月当たり次の表のとおりとす

る。

 

 
３　従量料金は、使用水量に応じ、１月当た

り次の表のとおりとする。

３　従量料金は、使用水量に応じ、１月当た

り次の表のとおりとする。

 

 
水道メーターの口径 基本料金

 
13ミリメートル 500円

 
20ミリメートル 1,100円

 
25ミリメートル 2,400円

 
30ミリメートル 2,400円

 
40ミリメートル 8,000円

 
50ミリメートル 14,600円

 
75ミリメートル 41,400円

 
100ミリメートル 88,200円

 
水道メーターの口径 基本料金

 
13ミリメートル 600円

 
20ミリメートル 1,250円

 
25ミリメートル 2,650円

 

 
40ミリメートル 8,800円

 
50ミリメートル 16,050円

 
75ミリメートル 45,550円

 
100ミリメートル 97,050円

 
使用水量 従量料

金

 
一般用 10立方メートルまでの分　

1立方メートルにつき

70円

 
10立方メートルを超え、20

立方メートルまでの分　1

立方メートルにつき

125円

 
20立方メートルを超え、30 150円

 
使用水量 従量料

金

 
一般用 10立方メートルまでの分　

1立方メートルにつき

80円

 
10立方メートルを超え、20

立方メートルまでの分　1

立方メートルにつき

135円

 
20立方メートルを超え、30 160円
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４　（略） ４　（略）

 
（手数料） （手数料）

 
第２９条　市長は、次の区分による手数料

を、申込者から申込みの際、徴収する。た

だし、市長が特別の理由があると認めた申

込者からは、申込み後、徴収することがで

きる。

第２９条　市長は、次の区分による手数料

を、申込者から申込みの際、徴収する。た

だし、市長が特別の理由があると認めた申

込者からは、申込み後、徴収することがで

きる。

 
(１)・(２)　（略） (１)・(２)　（略）

 
(３)　第７条第２項の設計審査（材料の確

認を含む。）

(３)　第７条第２項の設計審査（材料の確

認を含む。）

 
１回につき　５００円    １回につき　１，０００円

 
(４)　第７条第２項の工事検査 (４)　第７条第２項の工事検査

 
１回につき　２００円 １回につき　５００円

 
(５)　（略） (５)　（略）

 
(６)　諸証明 (６)　諸証明

 
１件につき　２００円 １件につき　３００円

 
　（給水装置の基準違反に対する措置） 　（給水装置の基準違反に対する措置）

 
第３２条　（略） 第３２条　（略）

 
立方メートルまでの分　1

立方メートルにつき

 
30立方メートルを超え、50

立方メートルまでの分　1

立方メートルにつき

180円

 
50立方メートルを超え、10

0立方メートルまでの分　1

立方メートルにつき

220円

 
100立方メートルを超える

分　1立方メートルにつき

245円

 
臨時用（

工事その

他臨時に

使用する

もの）

1立方メートルにつき 245円

 
立方メートルまでの分　1

立方メートルにつき

 
30立方メートルを超え、50

立方メートルまでの分　1

立方メートルにつき

190円

 
50立方メートルを超え、10

0立方メートルまでの分　1

立方メートルにつき

235円

 
100立方メートルを超える

分　1立方メートルにつき

260円

 
臨時用（

工事その

他臨時に

使用する

もの）

1立方メートルにつき 260円
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附　則 

　（施行期日） 

第１条　この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第７条、第８条第２項及び第

３２条第２項の改正は、公布の日から施行する。 

　（料金に関する経過措置） 

第２条　改正後の尾張旭市水道事業給水条例（以下「改正後の条例」という。）第２１条第２

項及び第３項の規定は、令和８年５月分として算定する料金から適用し、同年４月分として

算定する料金までは、なお従前の例による。 

２　改正後の条例第２６条第１項の規定により算定した令和８年５月分の料金で、施行の日前

の使用水量を含む場合は、なお従前の例による。 

　（手数料に関する経過措置） 

第３条　改正後の条例第２９条第３号及び第４号の規定は、施行の日以後の給水装置工事の申

込みに係る手数料について適用し、同日前の給水装置工事の申込みに係る手数料については、

なお従前の例による。 

 
２　市長は、水の供給を受ける者の給水装置

が、指定給水装置工事事業者の施行した給

水装置工事　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　に係るものでないときは、その者の

給水契約の申込みを拒み、又はその者に対

する給水を停止することができる。ただ

し、法第１６条の２第３項の国土交通省令

で定める給水装置の軽微な変更であると

き、又は当該給水装置の構造及び材質がそ

の基準に適合していることを確認したとき

は、この限りでない。

２　市長は、水の供給を受ける者の給水装置

が、指定給水装置工事事業者が施行した給

水装置工事又は第７条第１項ただし書の規

定により他の市町村長等が施行した給水装

置工事に係るものでないときは、その者の

給水契約の申込みを拒み、又はその者に対

する給水を停止することができる。ただ

し、法第１６条の２第３項の国土交通省令

で定める給水装置の軽微な変更であると

き、又は当該給水装置の構造及び材質がそ

の基準に適合していることを確認したとき

は、この限りでない。


